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苑
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概
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滞
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節
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経

楠

法

。〉

f肱

d益、

"・切4・

見
、
円

h
a
J

f
【

1
1

、

橋

本

文

ま仕

第ー

経
済
法
の
概
念
に
閲
す
る
皐
読
の
吟
味

及
び
私
見

一
諮
問
学
説
の
批
判

以
上
、
澗
逸
諸
皐
者

ω典
ふ
る
腕
済
訟
の
蹴
念
は
、
大
戦
及
び
、
革
命
に
図
っ
て
生
じ
た
る
終
隣
、
怯
体
生
活

に
於
け
る
新
事
態
伝
問
題
ご
せ
る
鮎
に
於
て
、
い
づ
れ
も
‘
そ
の
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
。
そ
の
最
も
矧
著
な
る
も

の
は
.
へ

1
デ

7

y

の
如
き
で
あ
っ
て
、
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
に
閲
し
て
、
現
時
の
時
代
特
徴
ご

L
て
、
経
済

法
を
制
念
せ
ん
ご
す
る
も

ωで
あ
る
。
か
〈
て
、
彼
の
所
調
、
経
済
法
ご
は
、
あ
一
る
部
類
の
法
伴
規
範
に
関
す
る

特
別
の
分
科
ご
[
て
観
念
什
ら
れ
た
る
も

ωで
な
く
、
そ
の
所
謝
、
経
-M
刑
法
な
る
時
代
的
、
同
日
ロ
ロ
ロ
四
に
依
っ
て
色

づ
け
ら
れ
い
た
る
法
制
の
特
徴
伝
言
現
は
せ
る
も
の
に
外
な
ら
凶
。
併
[
、
斯
の
如
き
は
、
車
な
る
現
時
の
法
制
の

特
徴
の
解
明
た
る
に
止
ま
っ
て
、
未
冗
、
準
悶
上
意
義
ゐ
る
経
糖
法
の
概
念
た
り
ご
す
る
こ
ご
を
得
な
い
。
た
い
V

現
代

ω法
制
の
特
徴
を
か
(
拡
ふ
る
一
』
ご
に
依
っ
て
、
一
般
に
法
律
の
解
蒋
叉
は
、
研
究
方
法
の
問
題
に
闘
し

τ

説

苑

組
済
法
山
一
概
念

第
二
十
じ
寄

ブι

第

位

:1， 



話

苑

第
二
十
七
倍

jι 

組
冊
目
法
白

ι

概
念

四
O 

節

税

新
た
な
る
見
地
eT
見
出
す
の
暗
示
を
奥
ふ
る
貼
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

究
に
、
旦
ス
バ
タ
ム
の
経
済
法
概
念
は
、
阪
に
逃
べ
た
る
が
如
〈
、
必
宇
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
そ

ω
「
新
猫

逸
経
済
法
」
な
る
著
書
に
‘
「
大
戦
の
勃
畿
以
后
に
於
け
る
在
法
及
び
、
そ
の
日
泡
健
法
系
(
『
2
R
H
M
E耳
目
同
2
r官』

向
。

rrz)
の
系
統
的
批
観
」

E
附
題
せ
る
に
依
り
て
も
知
ら
る
、
如
〈
、
大
戦
以
来
、
経
済
生
活
の
畿
動
よ
り
生

じ
た
る
新
法
規
を
、
新
経
済
法
な
る
命
叩
輔
の
下
に
概
括
せ
る
じ
止
ま
っ
て
、
未
H
h
、
す
、
ん
で
経
憐
法
の
概
念
を

皐
向
上
規
定
せ
ん
E
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
い
Y

、
彼
が
経
済
法
の
問
題
は
、
恐
ら
〈
は
、
形
式
的
見
地
の
下
に

立
て
ら
れ
た
る
主
た
る
法
律
事
(
同
E
1
a
ω
N目
立
山
口
内
ロ
)
に
謝
し

τ、
経
済
観
域
に
関
係
す
る
も
の
を
補
助
的
分
科

(
開

a
E
Eロ
阿
佐
ω
乱
立
山
口
)
記
し
て
封
立
せ
し
め
、
以
て
宛
も
、
理
論
的
及
び
、
賞
践
的
図
民
経
済
皐
の
聞
に
於
り

η
 

る
ご
相
似
た
る
関
係
を
生
や
し
む
る
で
あ
ら
う
」

Z
商
へ
る
は
、
多
少
、
注
意
に
備
す
る
で
あ
色

5
0

究
に
、
ヵ
A

グ
戸
、
ゴ

l
w
ド

V
7・
、
ッ
ト
は
、
す
、
ん
で
経
済
法
の
概
念
を
従
来
の
法
律
分
科
に
謝
し
て
、

濁
立
の
新
法
律
分
科
己
し
て
規
定
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
が
‘
カ
旦
ケ
ペ
か
、
経
済
訟
を
、
極
端
倒
的
企
業
者
の

特
別
法
ご
し
て
、
そ
の
資
格
に
於
り
る
経
糖
的
企
業
者
の
法
律
上
の
地
位
を
規
制
す
る
特
殊
法
規
範

ω縮
瞳
ご
概

念
せ
る
は
、
以
て
、
品
労
働
法
が
、
勢
働
者
の
特
別
法
た
る
に
劃
立
せ
し
め
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
は
寧
ろ
、

企
業
者
法
正
な
す
の
嘗
れ
る
に
如
か

F
る
が
如
〈
で
あ
h
、
而
も
、
経
済
的
企
業
者
な
る
も
の
は
、
阪
に
早
(
よ

り
存
し
、
重
要
な
る
意
義
を
有

L
来
り
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
之
に
特
有
な
る
法
を
以
て
、
経
済
法
な
る
新
品
川

科
を
形
成
す
べ
き
も
の
己
す
る
は
委
嘗
で
な
い
、
ぜ
す
る
ゴ

l
y
ド
V

品
ミ
ッ
ト
の
批
誌
は
嘗
れ
る
も
の
で
あ
ら

う
。
た
い
、
訟
は
、
何
等
か
の
人
々
の
関
係
争
」
規
律
す
る
も
の
な
る
貼
に
着
服
し
て
、
極
端
制
的
企
業
者
な
る
特
段
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な
る
範
国
の
人
々
デ
e

雑
然
た
る
質
料
の
集
園

(
3冨
。
s
ω
N
Eロ
白
ヨ
自

2
四喝伶呈乱同同忌砂一胃宮丹官何凹仲
s。『司吋出
E

岡

Eロ自仰自
ω目切耳0
)

た
ら
し
め
や
守
，
、
経
済
的
企
業
者
な
る
漣的

鎖
に
依
っ
て
、
論
理
的
、
法
律
事
質
的
な
聯
闘
に
於
て
、
自
然
的
な
統
一

(
E
Z
ユnr何
回
忌
旦
昨
)
を
形
成
せ
し
め
、

以

τ.
一
の
特
別
法
律
分
科
た
ら
し
め
ん
ご
す
る
試
み
を
認
む
.
へ
き
で
ゐ
ら
う
。

ゴ
ー
ル
ド

v
a
ミ
ッ
ト
は
、
カ
月
ケ
ル
が
、
法
枠
関
係
の
方
面
よ
・
9
経
済
法
を
限
定
せ
ん
正
せ
る
仁
謝
し
て
、

寧
ろ
、
経
済
組
織
の
方
面
よ
り
之
を
試
み
ん
吉
す
る
駄
に
を
の
掛
照
を
見
る
。
卸
も
、
彼
は
、
そ
の
所
調
、
組
織

経
済
な
る
榔
念
に
依
っ
て
・
之
が
現
時
に
於
げ
る
図
民
経
済
の
新
現
象
な
る
に
着
服
し
て
、
之
に
特
有
な
る
泌
を

経
済
法
正
観
念
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
た
h
y

、
そ
の
所
調
、
規
制
さ
れ
た
品
交
通
経
済
に
於
て
、
特
に
、

尉
の
分
配
の
規
制
仁
関
す
る
も
の
を
除
外
せ
る
は
、
共
同
経
済
に
於
け
る
ご
統
一
を
依
〈
の
誠
を
免
れ
難
く
、
か

〈
て
是
等
を
合
む
所
調
、
組
織
経
済
な
る
概
念
に
照
躍
す
る
経
務
法
仁
、
統
一
的
鰻
系
を
奥
ふ
る
を
得
る
や
否
や

は
、
疑
問
た
る
で
あ
ら
う
。
併
し
、
彼
が
一
耽
曾
又
は
、
岡
民
経
済
に
於
り
る
新
現
象
た
る
組
織
的
又
は
、
規
制
的

方
面
ド
着
服
し

τ、
経
済
法
じ
、
新
法
律
分
科
己
し

τ輔
自
の
地
位
を
附
興
ゼ
ん
ご
す
る
瓢
弘
、
一
般
に
、
事
関

上
・
経
済
法
の
概
念
を
規
定
す
る
に
世
田
り
、
新
見
地
を
拓
(
も
の
ご
い
γ

ふ
を
得
ゃ
う
。

今
、
一
般
仁
、
事
問
上
、
経
済
法
の
概
念
を
規
定
せ
ん
ご
す
る
に
蛍
っ
て
、
吟
味
を
要
す
べ
き
も
の
は
・
扶
律

生
活
の
方
面
に
於

τ、
法

ω捜
系
、
特
に
、
制
定
法
正
の
闘
係
に
於
て
、
益
法
、
私
法
の
法
系
、
及
び
、
諸
怯
律

分
科
に
劃
す
る
経
梼
法
の
関
係
で
あ
り
、
衣
に
、
経
済
生
活
の
方
面
に
於

τ、
岡
家
意
思
の
統
制
に
依
る
経
勝
、

特
に
、
所
謂
、
枇
曾
、
経
傍
政
策
、
及
び
、
財
政
正
経
済
法
正
の
開
係
で
あ
る
。

設

苑

四

第

観

j， 

留
組
問
訟
の
概
念

第
二
十
七
巻
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設

苑

第
二
十
七
巻

lL 
凹

組
問
訟
O
概
念

二
法
律
館
系
Z
経
済
法

一
般
に
、
法
の
髄
系
ご
経
済
法
ご

ω聞
係
e

伊
吟
味
せ
ん
が
斜
め
に
は
、
経
済
法
が
、
如
何
な
る
意
義
に
於
り
る

法
ご
し
て
御
念
古
る
ぺ
き
か
を
‘
一
般
に
、
法
の
諸
概
念
ご
の
関
係
に
於
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即

ち
、
法
の
理
想
的
形
式
ご
し
て
の
理
念
法
、
及
び
、
現
貨
の
生
活
に
受
賞
す
る
現
質
法
主
総
務
法
ご
の
関
係
、
一
見

に
、
現
賞
法
に
つ
い
て
、
各
ー
そ
の
表
象
形
式
を
異
に
す
る
.
慣
匂
仲
間
、
判
例
法
、
成
文
法
等
の
各
者
に
就
い
て

経
済
法
正
の
闘
係
を
吟
味
す
る
こ
ど
を
要
す
る
迎
で
あ
る
が
(
註
一
)
、
滋
に
は
、
た
V

制
定
法
、
特
に
主
ご
し
て
我

が
法
律
の
健
系
ご
経
済
法
さ
の
関
係
を
概
観
す
る
に
止
む
る
で
あ
ら
う
(
計
三
o

住
-
、
是
山
田
甲
山
間
制
に
闘
し
て
は
、
主
に
粗
略
訟
白
研
究
カ
訟
を
考
轟
す
る
に
泊
り
闘
鼠
す
る
て
あ
ら
う
。

註
一
一
‘
捗
働
訟
と
の
幽
係
に
つ
い
℃
も
車
に
そ
の
考
績
を
省
く
。
孫
田
秀
春
民
「
勢
働
法
制
鴎
」
一
四
=
一
頁
以
下
品
世
間

四

n~ 

焼

R

公
私
法
系
ご
経
済
法

日
公
法
、
私
法
の
匝
別
は
、
従
来
の
法
律
健
系
に
於
て
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
る
封
立
の
一
で
あ
っ
て
、
か
の
ユ

ス
チ
↑
一
ア

I
旦
ス
法
典
に
採
録
せ
ら
る
、
.
ウ
ル
ピ
ア

1
ヌ
ス
の
所
調
、
「
公
法
ピ
は
、
盟
組
出
仰
の
図
家
の
睡
制
に

閲
す
る
も
の
で
あ
b
、
私
法
ご
は
、
佃
人

ω利
盆
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
」
な
る
所
説
に
端
を
品
目
L
、
其
後
、
法

町
平
者
の
問
に
、
利
盆
設
、
法
律
闘
係
設
、
主
鱒
設
等
、
幾
多
の
具
設
を
生
じ
、
定
設
ご
認
む
べ
き
も
の
を
存
せ

こ
の
匝
別
に
闘
す
る
問
中
訟
は
、
其
数
、
官
に
十
七
を
下
ら
な
い
ご
郁
せ
ら
れ
る
。
併

L
乍
ら
、
こ
の
随
別
を

か
、
る
匝
別
を
存
す
る
所
以
正
意
義
之
を
究
む
る
を
要
す
る
こ
こ
で
あ

か
、
る
極
別
を
生
時
し
h
u

る
に
至
b
た
る
そ
の
際
史
的
、
祉
曾
的

A 
す考

ふ
る
に
嘗
っ
て
注
意
す
べ
き
こ
ご
は
、

る
。
ニ
の
潟
め
に
は
、

ロ
!
?
法
に
遡
h

一1

、

渡Y告示太郎氏、公w私法の匝別を否認する見解に就て、 ;R単論議/"ーを三-

Ji 
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因
由
を
究
む
ぺ
き
で
ゐ
る
が
、
今
、
嘗
面
の
問
題
は
、
今
日
、
会
法
、
私
法
を
分
つ
の
意
義
は
、
如
何
な
る
結
に

存
す
る
か
を
考
察
す
る
唱
』
さ
で
ゐ
る
。
凡
そ
、
五
日
々
は
法
律
生
活
に
於
て
、
生
活
関
係
が
、
一
般
に
個
人
の
自
由

を
保
護
す
る
個
人
的
見
地
に
於
て
規
律
せ
ら
る
、
一
枇
曾
的
(
法
律
)
生
活
方
面
吉
、
寧
ろ
個
人
の
自
由
hr
制
限
す
る

固
髄
的
見
地
に
於
て
規
律
せ
ら
る
、
岡
家
的
(
法
律
)
生
活
方
両
ど
を
臨
別
す
る
こ
ご
を
得
る
。
而
し

τ、
現
時
の

法
律
生
活
の
特
徴
は
、
岡
家
的
生
活
方
而
の
疏
充
に
囚
h
ノ
、
一
枇
曾
的
生
活
方
面
の
続
小
せ
ら
る
、
結
「
い
存
す
る
。

日
常
法
、
な
法
を
分
つ
に
今
、
意
義
ゐ
り
ご
せ
ば
、
そ
は
、
夫
等
炉
、
宛
も
折
、
る
生
活
方
両
の
異
な
る
に
相
臆
し

て
、
各
I
生
活
関
係
を
規
律
す
る
見
地
を
具
に
す
る
も
の
な
る
駄
に
の
み
之
を
認
め
得
る
凶

翻
っ
て
み
る
に
、
澗
逸
に
於
け
る
経
浩
法
の
問
題
は
、
主
ご
し
て
、
従
来
の
私
法
の
領
域
に
於
け
る
問
題
ご
し

て
生
じ
た
。
か
の
所
有
雌
及
び
、
契
約
自
由
の
制
限
の
如
量
、
そ
の
顕
著
な
る
も
の
で
ゐ
る
o

而
も
、

hr
、
る
論

議
を
生
悲
し
め
た
る
所
以
は
・
貨
に
か
、
る
枇
命
的
生
活
方
面
に
於
て
も
、
従
来
り
倒
人
的
見
地
の
下
に
構
成
3

れ
た
る
私
法
が
、
蛍
面
の
問
題
を
解
決
す
る
の
抽
出
力
な
き
を
曝
露
せ
し
に
依
る
o

ヌ
ス
バ
ク
ム
が
、
私
法
及
ぴ
、

そ
の
返
接
法
系
の
融
制
民
正
題
せ
る
は
・
之
を
明
か
に
示
せ
る
も
の
で
ゐ
る
o

従
っ
て
、
所
調
、
経
臨
例
法
は
、
日
公

法
、
私
法
の
い
づ
れ
に
一
周
す
る
か
、
又
は
、
是
等
の
法
系
Z
如
何
な
る
闘
係
に
あ
る
か
が
問
題
=
な
る
。

ヵ
ー
ヶ
F

は
「
私
法
ピ
ゐ
法
ピ
が
、
法
律
技
術
的
に
は
区
別
せ
ら
れ
守
、
な
法
的
制
度
が
、
会
法
的
手
段
ピ
合

着
せ
る
は
、
現
時
の
新
法
律
の
特
徴
を
な
す
も
の
で
あ
h
、
経
済
訟
も
亦
、
雨
法
律
部
門
よ
ち
成
る
。
夫
は
、
論

理
的
に
は
、
い
づ
れ
か
の
部
門
に
隠
せ
し
め
ら
れ
待
べ
し
ご
す
る
も
・
而
も
・
そ
の
内
而
的
聯
闘
の
故
に
、
会
法

が
重
き
を
な
す
も
、
私
法
的
部
分
も
府
間
存
す
る
芭
こ
ろ
の
一
の
統
一
的
分
科
(
巳
ロ
F
E
E
n
Z
H
K
n
y
z
t民
主
ロ
)
を

畠t

苑

ゴL

E 

組
済
誌
の
梢
h
b

第
二
十
七
巷

四

jf~ 

腕
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話

苑

紐
済
法
白
山
酷
愈

第
二
十
七
巻

第

韓

ゴL
占，、

四
四

成
す
o

要
す
る
に
、
経
済
法
は
、
そ
の
規
範
が
、
会
仲
間
に
麗
す
る
や
、
私
法
に
属
す
る
や
の
区
別
に
闘
し
な
い
u

も

の
で
あ
る
叩
」
ご
い
ひ
、
プ

l
u
F
V
V
A
ミ
ッ
ト
も
亦
‘
「
経
済
法
は
、
私
治
及
び
、
日
常
訟
を
包
括
す
る
ぜ
こ
ろ
の

法
律
分
科
で
め
b
、
-
」
の
事
情
の
認
識
は
、
経
済
法
の
考
察
に
ご
っ
て
、
絡
謝
的
に
必
要
で
ゐ
品
。
質
に
、
私
法

的
及
び
、
会
法
的
翻
念
の
相
互
濠
透
(
問
mmgω
内
町
民
向
。
ロ
ロ
月
E
ユ
ロ
向
ロ
ロ
岡
田
弘
a
z
o
r
E
n
r
q
E
L
印
『
用
問
昨
日
仏

M
E
E
q

却

の
ω
合口
rop)
は
、
経
済
法
の
精
髄
で
あ
る
」
ご
し
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
・
獅
渇
に
於
け
る
経
済
法
の
問
題
は
・
な
法
の
領
域
に
於
け
る
問
題
正
し
て
後
生
し
た
る
も
の
が
、

そ
の
個
人
的
見
地
に
機
る
私
法
的
構
成
に
於

τ‘
そ
の
問
題
の
解
決
を
見
出
し
得
・
5
る
所
に
、
回
世
的
見
地
よ
b

す
る
私
訟
の
改
造
を
求
め
ん
ご
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
の
法
の
魁
曾
化

(
g
N
U
Z
E
E
-四品。
ω同
2目

ig)

又
は
、
批
曾
政
，
鋭
的
立
法

(ωON一色司
O
E
R
F
O
の
自
己
N
m
m
E
P問
)
の
運
動
吉
、
そ
の
趣
旨
を
岡
5
せ
る
も
の
古
い

ふ
べ
き
で
あ
る
。
而
し

τ、
経
済
法
が
、
会
法
、
私
法
の
統
一
的
分
科
、
又
は
、
相
互
滋
透
ピ
税
せ
ら
る
¥
所
以

も
、
か
、
る
結
に
存
す
る
。
併
し
乍
ら
・
か
〈
稀
せ
ら
る
、
所
以
は
、
会
法
、
私
法
を
分
つ
の
意
義
が
、
そ
の
見

地
を
異
に
す
る
も
の
ご
し
て
は
、
阪
に
失
は
れ
た
る
を
証
せ
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
事
ろ
、
枇
曾
的
生
活
方
面
に
於

げ
る
困
鵠
的
見
地
ょ
、
り
す
る
法
的
構
成
の
鏑
充
Z
解
す
る
を
袋
嘗
ご
す
る
で
あ
ら
う
o

要
す
る
仁
・
所
説
・
経
済

法
の
問
題
は
、
益
法
及
び
、
割
払
法
を
分
つ
の
意
義
が
、
漸
〈
失
は
れ
ん
ご
す
る
所
に
、
新
た
な
る
分
野
ご
し
て
後

生
せ
し
も
の
な
る
貼
に
そ
の
特
徴
を
み
る
べ
き
で
あ
ら
5
0
併
し
乍
ら
、
経
済
訟
が
、
一
般
仁
、
串
間
上
、
枇
曾

的
生
活
方
面
に
於
て
の
み
御
念
せ
ら
る
べ
き
概
念
た
る
や
否
や
は
、
濁
逸
に
於
け
る
こ
の
問
題
の
資
生
の
事
情
を

は
な
れ
て
、
別
に
、
経
済
生
活
芭
の
閥
係
に
於
て
考
究
せ
ら
る
べ
き
問
題
で
ゐ
る
。

K酎 kel，a. a. O. S. 212-4 
Goldschmidt. a. a. O. S. 14 
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諸
法
律
分
科
ご
経
済
法

然
ら
ば
、
経
済
法
は
、
従
来
の
法
律
分
科
た
る
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
、
商
法
等
に
劃
し
て
、
如
何
な
る
関
係

に
於
て
、
そ
の
濁
立
性
を
主
張
し
得
べ
き
で
ゐ
ら
う
か
。
今
試
み
に
、
現
行
制
定
法
に
つ
き
・
そ
の
内
容
の
経
済

生
活
に
関
係
ゐ
る
も
の
を
求
む
る
な
ら
ば
、
憲
法
中
富
一
三
所
有
権
、
曾
計
に
閲
す
る
も
の
、
行
政
法
中
、
所

輔
、
財
務
行
政
に
関
す
る
も
の
の
如
器
、
及
び
、
民
法
中
、
財
産
様
仁
闘
す
る
も
の
、
商
訟
の
大
部
分
等
、
更

に
‘
特
別
法
中
、
貨
幣
法
、
銀
行
法
、
取
引
所
法
等
、
是
等
は
、
そ
の
量
に
於

τも
、
質
に
於
て
も
、
極
め
て
重

要
な
る
部
分
を
占
む
る
を
見
る
で
あ
ら
う
(
証
-t
一ニ)
O

今
、
か
、
る
経
済
生
活
に
関
係
ゐ
る
法
律
規
定
を
一
括
し
て
、

然
ら

F
る
も
の
に
劃
立
せ
し
め
、
こ
れ
を
経
済
法
規
富
山
)
己
名
づ
〈
る
を
得
る
で
ゐ
ら
う
。
併
し
‘
か
〈
の
却

益
d

意
味
に
於
げ
る
雑
然
た
る
法
規
の
集
回
は
、
永
村
h

以
て
、
統
一
ゐ
る
緩
憐
法
的
健
系
を
具
備
し
得
べ
く
も
な

な

a
m
b
h
偏
れ
ば

ぃ
。
何
者

h

夫
等
は
、
各
t
澗
自
の
耀
系
を
有
し
各
規
範
は
、
そ
の
法
典
叫
形
式
的
健
系
中
に
め
っ
て
、
そ
の

聯
関
仁
於
て
初
め
て
そ
の
意
義
を
完
う
し
得
べ
き
も
の
で
あ
h
、
叉
、
夫
が
、
経
済
生
活
に
関
係
す
る
意
義
も

亦
・
各
I
異
な
る
も
の
あ
る
が
故
で
あ
る
え
世
主
従
う
て
、
か
〈
の
如
き
意
味
に
於
り
る
経
済
法
規

ω間
早
な
る
集

困
を
以
て
、
直
も
に
、
経
済
法
の
概
念
を
形
成
す
べ
き
も
の
ご
す
る
こ
ご
を
得
な
い
。

凡
そ
、
従
来
の
諸
法
律
分
科
に
あ
っ
て
は
、
各
法
律
分
割
相
は
、
各
ー
そ
の
名
を
冠
せ
じ
め
ら
れ
た
る
法
典
を

有
す
る
を
例
正
す
る
。
例
へ
ば
、
憲
法
は
、
憲
法
法
典
を
有

L
、
民
法
及
び
、
商
法
は
、
各
S
民
法
及
び
、
商
法

絵
具
を
有
す
る
が
如
き
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、
夫
等
的
各
分
科

ω概
念
を
規
定
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
通
常
、
法
に
つ

い
て
n

所
調
・
賞
質
的
概
念
正
・
形
式
的
蹴
念
ご
を
極
別
L
、
通
骨
m
・
法
は
、
法
典
に
依
っ
て
示
さ
れ
た
る
も
の

B 

設

第
一
一
十
七
巻

ゴL
七

苑

紹
掛
法
白
批
愈

~~ 
ヨ王

第

韓



訟

高B

!i'> 

観

ブL

λ 

抑
制
持
法
白
梅
愈

第
二
十
七
巻

四
プマ

仁
基
い

τ、
形
式
的
仁
そ
の
品
川
科
を
H
T
た
る
〉
伊
-
例
ご
す
る
o

然
る
に
、
経
済
法
な
る
も
の
は
、
未

r、

の
闘
に
於

τも
、
そ
の
名
を
冠
せ
し
め
ら
れ
た
る
所
調
、
経
済
法
法
典
な
る
も

ωを
存
せ
す
、
郎
も
、
経
済
訟
の

概
念
は
、
之
を
形
式
的
に
法
山
県
に
基
い
て
定
む
る
噌
}
ご
を
得
宇
、
換
言
せ
ば
之
を
賞
質
的
に
の
み
定
む
る
の
外

は
な
い
。
夫
は
、
宛
も
、
か

ω行
政
法
が
、
そ

ω名
を
冠
せ
し
め
ら
れ
た
る
所
謂
・
行
政
法
法
典
な
る
も
の
を
存

せ
歩
、
従
っ
て
、
憲
法
、
民
法
等
の
常
例
に
従
っ
て
、
形
式
的
意
義
に
於
け
る
行
政
法
概
念
を
定
む
る
を
得
吋
る

Z
似
て
ゐ
る
o

然
る
に
行
政
法
に
ゐ
h
て
は
、
本
来
的
概
念
た
る
行
政
に
謝
し
て
、
技
術
的
概
念
た
る
行
政
の
瓶

今

Z-立
つ
る
ニ
ピ
に
依
り
、
行
政
に
閲
す
る
法

ω中
、
調
立
の
法
系
を
な
寸
窓
法
、
国
際
乱
位
法
、
民
法
、
商
法
等

の
通
用
ゐ
る
も
の
を
除
外

L
τ
、
特

γ
行
政
に
閲
す
る
法
ご
し
て
、
準
形
式
的
に
、
そ
の
概
念
を
定
h
u
る
を
得
る

に
刑
判
し
、
経
済
仲
間
に
ゐ
h
て
は
、
か
〈
の
如
き
技
術
的
似
念
た
る
経
済
法
な
る
も
の
を
御
念
す
る
こ

F
T符
歩
、

郎
ち
、
経
済
法

ω概
念
は
、
之
を
純
賞
質
的
に

ωみ
定
む
る
の
外
な
〈
、
従
つ

1
、
経
済
法
は
・
従
来
の
時
間
一
共
に

基
い
て
定
め
ら
れ
た
る
諸
法
仲
分
科
に
謝
し
て
、
特
段
な
る
関
係
に
立
た
F
る
を
得
な
い
。
郎
も
、
経
済
訟
は
、

従
来

ω諸
法
律
分
科
ご
相
並
ん
で
、
澗
自

ω
一
一
分
科
を
形
成
す
べ
き
も
の
ご
し
て
、
そ
の
概
念
を
規
定
さ
る
、
を

得
な
い
。
こ

ω怠
昧
に
於

τ、
ゴ

l
u
y
ド
U

品
ミ
ッ
ト
が
、
従
来
的
商
法
、
行
政
法
が
、
調
立
内
分
科
を
形
成
せ

る
ご
同
慌
の
意
味
に
於
て
、
絞
済
法
を
特
別
的
品
川
科
ご

L
て
規
定
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
国
及
び
、
カ
ス
ゲ
b
F

が、

従
来
、
民
法
H
A
ぴ
品
川
法

ω成
分
を
な
せ
る
も
の
を
除
外
す
る
こ
E
に
依
っ
て
、
経
済
法
に
猫
自
の
地
位
を
附
典
せ

ん
ご
す
る
が
如
き
試
み
に
は
、
疑
な
き
を
得
な
い
。

要
す
る
に
・
経
秘
法
は
‘
形
式
的
な
る
法
典
に
基
い
て
立
て
ら
れ
花
る
従
来

ω諸
法
律
分
科
ご
議
ん
で
、
ぞ
の
中

V
づ
れ

佐々本博士、「日本行政法論」総論ーλl~.r以下参賠
Goldschmidt. a. ;¥. O. S. I2. 
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口
特
別
の
領
域
を
占
む
吋
き
も
の
芭
し
て
概
念
き
る
吋
き
で
な
〈
、
従
来
の
諸
分
科
の
1
7
た
れ
た
る
吉
会
〈
異
な

・
り
た
る
新
た
な
る
見
地
の
下
に
立

τら
れ
た
る
誌
の
瞳
系
中
に
、
そ
の
濁
自
の
地
位
を
占
む
ぺ
市
も
の
で
あ
る

J

陸
で
謂
唱
曲
新
憲
法
は
、
特

ι「
翻
済
生
活
」
な
る
章
を
段
け
て
、
一
般
に
純
情
生
活
に
闘
す
る
法
の
且
地
を
宜
明
し
て
ゐ
る
叫

駐
ニ
J

本
論
離
位
、
大
正
十
四
年
宜
月
以
車
、
「
盤
情
法
令
」
な
る
名
目
白
下
に
、
塑
布
せ
ら
る
弘
法
令
中

山崎一司。。

組
抽
慣
に
側
部
あ
る
も
回
を
枇
輯
L
て
ゐ

位
去
、
「
一
闘
の
訟
や
の
中
に
て
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
は
担
済
法
制
で
あ
る
。
と
れ
皆
.
闘
家
出
闘
民
組
陣
内
秩
序
を
融
持
す
る
備
に
制
定

せ
る
規
純
で
あ
る
」
作
向
指
一
先
生
「
組
隣
組
製
」
七
五
十
頁一

陸
回
現
行
特
別
法
典
巾
、
細
済
止
加
に
閥
係
あ
る
も
の
を
一
市
せ
ぽ
衣
山
如
〈
て
あ
る
(
命
令
を
告
ま
ず
)
。

合
計
法
、
同
債
整
訓
基
金
特
別
合
計
法
、
(
畠
他
特
別
脅
計
法
)
間
有
財
政
法
、
地
別
陪
例
、
所
得
柑
法
、
血
官
業
牧
益
穐
法
、
費
本
剥
干
紙
法
、

澗
能
給
怯
、
情
掠
飲
料
枕
誌
、
設
銑
暗
法
、
印
紙
措
法
、
織
物
市
費
骨
法
、
取
引
所
枕
怯
.
骨
牌
骨
法
、
相
聾
拐

u、
砂
鎖
恒
積
昔
、
闘
稲
徴
牧

法
‘
闘
柑
誌
、
闘
精
定
率
法
、
陣
粒
倉
庫
比
品
、
噸
桔
法
、
煙
草
事
斑
皆
、
樟
脚
#
斑
訟
、
挫
阜
睡
桂
、
島
償
保
側
、
時
伺
法
、
臨
時
間
剛
詮
歩

法
、
貯
蓄
債
券
曲
、
日
本
拙
行
蹄
制
(
其
他
時
別
融
行
法
)
、
預
骨
部
間
金
倍
、
貨
締
法
‘
党
品
開
銀
行
券
保
例
、
鹿
A
W
誌
、
農
業
窟
剛
業
訟
、
水
産

官
抗
、
商
工
合
議
所
法
車
業
組
骨
抜
、
重
要
物
班
同
鵡
組
合
法
、
輸
出
組
告
誌
、
常
哩
輪
出
品
工
業
組
骨
法
、
酒
造
組
合
訟
、
蓄
附
組
合
法
、

肥
料
取
締
法
、
米
殿
訟
、
中
央
卸
班
市
場
法
輸
間
入
捕
物
取
締
法
、
輸
出
生
繭
愉
控
除
、
輸
出
入
組
織
物
取
締
結
、
黄
燐
蝿
寸
製
浩
抽
出
止
法
、

砂
鏑
訟
借
地
訟
.
土
地
松
川
訟
、
借
家
法
、
刺
且
制
阻
法
、
賀
屋
一
取
締
法
、
特
許
部
-
附
標
法
、
道
路
法
、
般
道
政
敵
誌
、
鍛
造
嗣
有
法
、
軌

道
訟
、
地
方
錨
措
法
、
船
柏
法
、
航
山
培
法
、
郵
便
訟
、
郵
便
が
替
松
、
郵
便
貯
金
法
、
郵
便
年
金
法
、
簡
易
止
命
保
険
法
、
健
康
保
険
法
、
取
引

所
訟
、
割
引
法
、
貯
蓄
銀
行
法
、
保
険
業
法
、
信
託
法
、
信
託
業
法
、
工
場
法
、
工
場
勢
働
者
最
低
年
齢
昔
、
漁
業
法
、
鋼
業
札
師
、
耳
蜘
事
業
法
、

織
芦
響
楽
訟
、
電
領
事
業
品
、
賀
来
品
常
詰
世
帯
、

陸
五
、
例
へ
ば
、
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
、
商
法
、
貨
帯
法
、
取
引
所
訟
轄
に
ワ
い
て
見
る
に
、
夫
事
は
、
胴
衣
、
紐
漕
生
活
に
到
す
る
意
義
の
掛

誌
を
加
山
る
を
知
る
で
あ

ιぅ
。
就
中
、
憲
法
、
行
政
法
に
あ

nて
は
、
そ
の
法
律
の
命
郁
よ
HA
見
る
も
、
そ
が
、
法
律
的
旦
位
耽
治
的
概
念
た

詑

第
二
十
七
巻

カJ
ブι

叫
4二

査事

貌

施

組
商
法
。
慨
念
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五世

苑

組
持
法
白
概
念

捗
二
十
七
巻

凹
〆、

第

豊島

仁)

O 

る
に
謝
し
、
貨
融
市
法
、
取
引
所
怯
に
あ
り
て
は
、
央
自
世
、
本
世
帯
組
憐
上
。
雌
念
た
る
を
詑
意
ナ
ペ
畠
き
で
あ
る
。

凡
そ
、
従
来
の
法
律
世
系
、
印
も
、
日
常
悲
の
法
系
、
及
び
、
諸
法
律
分
科
は
、
刑
命
、
国
家
生
活
的
貿
際
の
必

要
に
順
じ
て
、
漸
次
、
形
成
せ
ら
れ
た
る
膝
史
的
産
物
正
し

τの
自
然
的
飽
系
た
る
に
止
ま
っ
て
・
も
さ
、
準
問

的
見
地
よ
り
立
て
ら
れ
た
る
理
論
的
糟
系
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
、
夫
等
は
、
主
ご
し
て
成
文
法
典
を
基

礎
ご
し
て
立
て
ら
れ
た
る
技
術
的
健
系
た
る
に
止
ま
る
o

悶
よ
h
法
典
中
、
特
に
私
法
法
系
に
一
周
す
る
も
の
、
中

に
は
、
商
法
、
取
引
所
法
等
の
如
〈
、
経
済
生
活
川
町
必
要
に
豚
じ
て
形
成
せ
ら
れ
た
る
経
済
法
的
法
典
を
存
す
る

も
、
夫
等
は
、
も
正
、
統
一
的
な
る
経
済
法

ω飽
系
の
漁
想
の
下
に
形
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な

ν。
従
っ

て
、
今
・
是
等
り
法
系
ピ
の
関
係
に
於
て
、
経
済
法
り
概
念
を
規
定
せ
ん
ご
す
る
に
蛍
h
、
そ
の
瓶
念
を
、
是
等

の
髄
系
中
に
、
濁
自
の
地
位
を
占
む
ぺ

E
も
の
芭
'
し

τ規
定
し
待
F
る
こ
ど
は
、
純
質
質
的
に
の
み
定
h
u
る
の
外

な
き
経
済
法
に
ご
っ
て
、
嘗
然
の
締
結
た
る
で
ゐ
ら
う
。

三
闘
家
経
済
ピ
経
済
法

経
済
法

ω概
念
は
・
之
を
、
他
の
諸
法
作
分
科
に
於
け
る
が
如
〈
、
形
式
的
に
規
定
す
る
ζ

£
を
得
な
い
ご
す

る
な
ら
ば
、
法
り
中
に
、
賞
質
的
に
拠
へ
ら
る
、
経
済
法
た
る
ぺ
き
も

ω
を
一
の
盟
系

ω中
に
統
一
す
る

ω方
法

に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
郎
も
、
従
来
的
法
律
健
一
糸

ω
中
に
、
経
憐
訟
な
る
分
野
を
定
む
る
の
方
訟
を
す
て

τ、
経
済
生
活
の
中
に
、
法
正
の
聯
闘
を
究
む
る
の
方
法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
向
。

経
略
相
生
活
正
は
、
一
般
に
、
人
々
が
、
そ
の
生
活
資
財
を
調
達
す
る
が
た
め
に
ご

h
U
す
ぷ
芭
こ
ろ
の
生
活
方
面

の
請
で
ゐ
る
が
、
現
時
山
経
済
生
活
に
於
て
、
吾
々
は
そ
の
中
、
国
家
的
意
思
的
統
制
に
依
b
τ
替
ま
る
、
園
家
的

'. 



(
経
燐
)
生
活
方
一
削
ピ
、
側
側
人

ω自
然
的
自
由
に
依
る
枇
品
目
的
(
絞
憐
)
生
活
方
面
ピ
を
同
別
L
得
る
で
ゐ
ら
う
。

こ
は
宛
も
・
時
同
体
生
活
に
於
工
、
国
家
的
生
活
と
・
枇
曾
的
生
活

ω二
方
面
を
鼠
別

L
得
る
こ
芭
に
照
臆
す
る
O

A

枇
曾
、
経
済
政
策
己
経
済
法

刑
合
的
経
掛
生
活
方
同
に
あ
h
て
は
、
原
則
Z
し
て
仙
人
の
自
由
意
思
に
依
る
活
働
が
認
め
ら
れ
・
経
隣
生
活

は
、
か
、
る
例
入
山
自
由
意
思
山
交
針
仁
依
ふ
り

τ生
す
る
自
然
的
有
機
的
秩
序
に
委
ね
ら
れ
る
。
か
、
る
特
徴
を

示
す
も
の
と

l
て
、
所
剤
、
例
人
主
義
的
・
又
は
、
円
山
主
義
的
総
務
な
る
名
和
が
即
時
へ
ら
れ
る
。
宛
も
、
従
来

的
私
訟

ω閥
系
は
、
か
く

ω
如
き
、
例
人
主
義
、
自
由
よ
立
義
的
経
時
相
生
活
仁
、
そ

ω
法
的
地
盤
を
提
供
せ
る
も
の

で
め

b
、
即
も
、
な
法
凶
枚
本
原
理
以
、
一
定
の
法
的
限
界
内
仁
於
り
る
各
人
の
自
体
を
認
む
る
蹴
に
存
し
、
個

人
的
自
律
は
、
要
す
る
に
、
在
的
利
益
的
自
由
な
る
拍
車
求
を
い
ふ
も
の
に
外
な
ら

ω
。
然
る
仁
、
在
的
刺
益
の
本

質

u.
排
他
牲
を
有
す
る
司
』
己
仁
が
し
、
私
的
利
盆

ω調
立
す
る
所
に
は
、
自
ら
、
意
思
的
衝
突
を
生
守
る
。
私

訟
の
目
的
は
、
宛
も
・
個
々
の
な
的
利
盆
が
、
そ
の
一
般
的
存
立
を
維
持
し
得
る
範
閏
を
剖
し
T
、
そ
の
範
国
外

仁
お
い
V

て

u、
白
山
な
る
闘
年
を
行
川
い
し
め
‘

εω
範
閣
内
じ
お
い
I

て
は
、
一
の
刺
盆
を
椛
別
に
化

L
市
他

ω刺

盆
を
義
務
に
化
す
る
司
」
ご
に
存
す
る

U

か
く
て
、
従
来
の
私
法
の
鶴
系
に
於
て
、
所
布
、
及
び
、
契
約
自
由

ω原

則
が
、
そ

ω章
一
要
な
る
意
義
を
有
す
る
所
以
も
迎
曾
ち
れ
る
。

然
る
に
、
現
時
の
経
済
生
活

ω特
徴
は
、
側
人
主
義
、
自
由
主
義

ω経
済
生
活
が
、
そ
の
欠
陥
を
曝
露
す
る
ご

こ
乃
に
、
従
来
の
枇
曾
的
生
活
関
係
に
於

τも
、
間
関
主
義
・
統
制
主
義
に
依
る
佃
人
の
自
由
の
制
限
的
強
調
せ

ら
る
、
ご
こ
ろ
に
存
す
る
o
現
時
の
経
憐
生
活
じ
於

τ、
刺
曾
、
又
は
、
経
隣
政
策
の
重
要
淵
せ
ら
る
、
所
以
も
、

詑

苑

。

経
済
法
内
櫛
念

第
ニ
十
七
巻
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詑

苑

判
関
誌
申
胤
念

都
二
十
七
容

U~ 

m 

1-L 
O 

。

p
w
A
唱

団

4

ト
L

U

O

づ
2
B
"
す
2
1
-
d

一
肱
曾
政
策
正
は
、
一
般
に
解
せ
ら
る
、
如
〈
、
経
済
上
の
優
者
に
封
[
て
‘
劣
者
を
保
会
し
・
資
質
的
自
由
吉

卒
等
ご
を
確
保
し
て
‘
従
来

ω
仰
人
主
義
・
自
由
主
義

ω
絞
済
生
活
に
於
付
る
分
配
の
不
司
公
正
を
調
整
せ
ん
芭
す

る
岡
家
り
枇
品
開
経
済
生
活
関
係
に
於
け
る
統
制
を
調
ひ
、
経
協
刑
政
策
ご
は
、
之
に
謝
し
て
考
へ
ら
る
、
己
主
は
自

然

ω秩
序
に
委
ね
ら
る
、
経
憐
生
活

ω機
械
的
・
川
被
白
質
的
運
動
よ
り
生
す
べ
き
不
利
宇
避
け
、
経
済
生
活
を
正

常
な
る
方
向
に
俊
民
せ
し
め
ん
が
縛
め
に
‘
産
業
、
及
ぴ
、
交
通
に
開
L
、
保
護
、
奨
刷
、
又
は
、
抑
制
す
る
ご

川
町

こ
ろ
の
岡
家

ω
施
設
合
謂
ふ
(
誌
)
。

要
す
る
に
、
枇
曾
、
又
は
、
経
済
政
策
ご
都
せ
ら
る
、
も
の
は
、
従
来
、
耐
曾
的
経
済
生
活
方
面
に
於
一
九
側

人
の
自
由
意
思
の
交
錯
に
依
る
自
然
的
秩
序
に
委
ね
ら
れ
た
る
も
の
を
、
開
健
主
義
的
見
地
に
於
て
、
同
削
家
の
自

礎
的
意
思
に
依
h
τ
統
制
せ
ん
ど
す
る
も
り
に
外
な
ら
ぬ
o

か
t
て
、
個
人
主
義
、
自
肉
主
義
に
譲
る
経
済
生
活

ω
只
管

ω一
安
闘
争
』
期
し
た
る
従
来
の
私
法

ω
慌
系
は
、
そ

の
意
義
を
失
ひ
、
開
館
的
見
地
よ
ち
す
る
私
法
憾
系
の
根
本
的
改
造
を
要
求
[
、
幾
多
の
経
隣
生
活
を
規
律
す
べ

き
法
規
を
現
出
せ
し
む
る
に
歪
っ
た
の
で
ゐ
る
o

か
〈

L
て
生
じ
た
る
諸
法
規
が
、
従
来

ω
柏
田
仲
健
系
に
於
て
、

そ
の
意
義
正
内
的
聯
闘
に
通
牒
し
た
る
分
野
を
見
出
す
施
は
さ
る
ご
こ
ろ
に
、
之
に
新
た
な
る
領
域
を
附
興
せ
ん

Z
し
て
提
起
さ
れ
た
る
も
の
が
、
酬
明
逸
に
於
け
る
経
済
法
に
閥
:
。
論
議
で
あ
る
。

位
.
枇
骨
政
筑
u
t
w
m

料
持
政
策
に
附
せ
ら
れ
る
官
時
は
、
同
ヰ
者
に
依
リ
一
で
な
い
。
或
は
、
批
骨
政
策
を
純
持
政
筑
よ
り
両
誌
の
獅
怠
と
な
L
、
或

は
、
事
る
、
組
関
政
策
走
、
世
骨
政
策

E
a括
ナ
る
概
念
主
さ
れ
る
。
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財
政
ご
経
梼
法

上
越
す
る
が
如
〈
、
経
済
法
の
問
題
は
、
枇
曾
、
又
は
、
経
憐
政
策
に
依
る
岡
家
内
経
済
生
活
じ
閲
す
る
法
的

統
制
に
相
聴
し

τ俊
生
せ
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
せ
ば
、
枇
曾
的
抑
制
泌
生
活
方
面
に
於
け
る
悶
家
的
経
済
生
活
方

面
の
嫌
充
に
基
い
て
起
h
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
見
に
・
経
済
法
的
御
念
を
一
般
的
に
規
定
せ
ん
M
F
魚
崎
に
は
、

本
来
の
国
家
的
経
済
生
活
方
面
を
形
成
す
る
E
-
』
ろ
の
財
政
ご
の
閥
係
を
明
か
に
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
向
。

財
政
は
「
一
公
経
憐
・
郎
も
、
統
括
同
櫨

ω
経
済
、
剖
も
、
国
家
(
地
方
制
鵠
H
A
ぴ
、
岡
家
聯
会
館
)
の
経
憐
で
あ

一
の
筒
別
離
踏
で
ゐ
っ
て
、
粂
ね
て
、
共
同
総
憐
で
あ
る
]
要
言
す
れ
ば
、
問
中
部
の
間
有

ω経
憐
生
活

ω謂

B 
h で

あ
る
。

然
る
に
、
現
時
の
財
政
は
、
昔
時
に
於
け
る
世
相
主
の
官
房
財
政
に
於
け
る
正
異
な
bJ
、
家
計
E
並
立
す
る
も
の

ご
し
て
、
筒
別
経
済
た

h
、
岡
山
都
阿
有

ω
経
憐
た
る
鮎
に
意
味
ゐ
る
に
非

T
し
て
、
事
ろ
、
一
公
綴
糖
、
又
は
、
共

同
経
済
ご
し

τ、
私
経
済
り
上
位
経
済
た
え
枇
曾
経
済
生
活
を
統
制
す
る
国
民
警
昔
叫
に
基
〈
桜
憐
た
る
鮎
に
意

味
が
ゐ
る
の
で
あ
る
o

例
へ
ば
、
家
計
に
ゐ
り
で
は
、
そ
の
枚
入
は
、
多
々
盆
々
多
苧
b
ん
こ
吉
が
盟
一
ま

L
〈、

そ
が
如
何
な
る
方
法
に
依
り
て
・
獲
得
せ
ら
れ
た
る
炉
は
、
必
宇

L
も
、
重
要
た
ら
F
る
に
反
し
、
財
政
に
あ
り

て
は
、
枚
入
は
、
-
公
盆
的
、
国
家
的
見
地
よ
り
必
要
不
可
快
、
ざ
る
も
の
以
上
た
る
を
要
せ
す
、
其
枚
入
の
多
寡
よ

h
は、直一

λ
、
其
枚
入
が
、
枇
曾
経
済
生
活
ご
の
関
係
に
於

τ如
何
な
る
方
法
に
依
b
て
牧
符
ゼ
ら
る
べ
き
や
が
、

そ

ω第
一
関
心
事
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
o

租
税

ω鱒
嫁
現
象
が
、
財
政
ご
閤
民
経
済
の
接
胸
貼
ご
し
て
、
財
政

上
、
重
要
な
る
意
義
を
有
L
M
財
政
は
、
「
財
貨
の
強
制
的
配
分
に
依
る
倒
人
活
働
の
調
節
を
以

τ、
手
、
の
本
質

詑

第
二
十
七
巻

一O
三

苑

担
済
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白
紙
愈

五

第

銃

柿戸問』士bι、「肘政J早3事，，叫i民E諭J一ヒ買

汐且博士、「日本財政由特陣問姐 l五頁

32) 

出)



踊

苑

ど
す
る
〕
ピ
設
か
れ
、
戒
は
租
枕
進
化
山
大
勢
は
、
枚
入
目
的
よ
・
り
も
、
枇
曾
政
策
的
、
或
は
灸
盆
目
的
が
重

き
を
な
す
に
歪
る
ご
論
性
ら
る
、
所
以
は
、
弦
に
在
る
。

か
、
る
意
味
に
於
て
、
財
政
は
、
か
の
枇
曾
.
経
済
政
策
ご
ぞ
の
見
地
を
同
う
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
か
〈
、
財

政
、
及
び
、
刑
曾
・
経
済
政
策
が
、
闘
家
的
意
思
に
依
っ
て
、
統
制
さ
る
、
簡
済
生
活
方
面
を
形
成
す
る
献
に
着

服

L
τ
、
是
等
を
包
括
す
る
岡
家
抑
制
携
な
る
概
念
を
定
め
得
る
ご
思
ふ
。

経
糖
生
活
を
統
制
す
る
幽
家
怠
氾
は
、
正
に
、
経
憐
訟
を
形
成
す
べ
き
も

ω
で
み
る
。
郎
も
、
規
制
古
品
、
一
経

済
生
活
に
着
服
す
れ
ば
、
闘
家
較
検
で
ゐ
h
、
規
制
す
る
凶
家
意
思
に
着
服
す
れ
ば
、
経
携
法
で
あ
る
ゆ
か
〈
、

岡
山
部
魁
憐
ご
経
済
法
は
、

-Mも
・
貨
質
ご
形
式

ω胸
係
を
な

L
、
V
A

タ
ム
ヨ
ー
が
、
規
制
さ
る
、
W
M
質
な
き
規

律
(
同
O

問
。
】
)
は
窓
厳
(
一
月
と
で
ゐ
h
・
一
定

ω
協
働

ω
規
伴
な
き
同
鵠
経
憐
戸
m
m
m
m
一]
E
E包
町
内
『
自
ぎ
官
民
冨
時
)

の
翻
念
は
、
混
沌
(
三
弓
)
で
ゐ
る
古
い
へ
る
は
川
正
に
耐
者
の
闘
係
に
あ
て
は
ま
る
。

凡
そ
、
現
武
法
は
、
形
式
ご
内
容
の
二
而
を
有
寸
品
。
形
式

ι
L
て
、
夫
以
、
成
以
.
慣
管
法
正
し
て
、
現
実

の
岡
民
生
活

ω中
に
時
現
せ
ら
れ
、
或
は
・
判
例
法
ご
し
て
、
裁
判
機
閥

ω作
用
に
依
っ
て
形
成
せ
ら
れ
、
更

に
.
或
は
、
成
文
法
ど
し
て
、
文
章
を
以
て
、
法
典
に
宣
明
せ
ら
れ
る
。
今
、
か
〈
の
如
、
き
法
的
表
象
せ
ら
る
、

健
械
に
る
形
式
を
、
姑
〈
叫
相
主
、
そ
れ
に
盛
ら
れ
た
訓
令
内
容
た
品
質
質
に
着
目
す
る
ご
吉
、
夫
等
は
・
何
等
か

ω

生
話
聞
係
を
規
律
す
る
規
範
た
る
を
知
る
で
あ
ら
う
o
夫
等
は
、
或
は
、
政
治
生
活
聞
係
を
規
律
す
る
も
の
た

り
、
或
は
、
宗
殺
生
活
附
係
を
規
律
J
る
も
の
だ
る
べ
〈
戒
は
・
家
族
生
活
関
係
を
規
律
す
る
規
範
た
る
で
ゐ
ら

う
。
今
、
夫
等
を
政
治
法
、
宗
説
法
、
家
族
法
ご
名
づ
〈
る
な
ら
ば
、
夫
等
吉
、
相
並
ん
で
、
経
済
生
活
附
係
を

規
律
す
る
規
範
た
る
経
済
法
は
、
極
め

τ、
重
要
な
る
意
義
に
於
て
、
夫
等
山
聞
に
、
調
白

ω地
位
を
占
む
る
を

知
る
で
あ
ら
う
。

制
問
湾
出
山
榔
念

娘
二
十
七
傘
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最古

百

要
之
、
経
憐
法
的
概
念
は
、
調
逸
に
於
け
る
大
戦
、
及
び
、
革
命
に
困
る
経
済
生
活

ω
愛
師
刊
に
悶
り
て
暁
生
せ

し
め
ら
れ
た
る
新
法
作
概
念
で
あ
る
が
、
之
を
一
般
仁
、
準
悶
土
、
意
義
ゐ
る
似
念
た
ら
し
め
ん
が
幼
め
仁
は
、

従
来
内
法
律
腿
系
を
逸
脱
す
も
全
く
新
た
な
る
見
地
に
於

τ立
τら
れ
た
る
法
律
分
科
正

Lτ
机
念
さ
る
べ
き
で

あ
る
。
印
も
・
法
山
形
式
舎
は
な
れ
て
・
そ
の
内
容
た
る
質
質
的
規
範
に
卸
し
て
、
夫
が
規
律
す
る
生
活
胸
係
に

基
い
て
立
て
ら
れ
た
る
法
山
新
た
な
一
。
値
系
、
郎
ち
、
政
治
法
・
宗
税
法
・
家
族
法
等
的
概
念
ご
並
ん
で
、
抑
制
燐

生
活
を
規
律
す
る
岡
山
本
川
思
た
る
見
地
に
於
て
統
一
き
れ
た
る
法
仲
介
科
ご
し
て
規
定
さ
る
ぺ
き
で
ゐ
る
。
而
し

て
、
経
済
法
の
概
念
は
、
宛
も
、
閥
家
経
済
白
概
念
に
照
服
し
て
そ
山
健
系
的
意
義
を
附
拠
苫
れ
る
o

か
く
の
如
、
き
怠
除
に
於
て
経
憐
法
を
観
念
す
る
こ
ご
い
か
、
如
何
な
る
意
味
仁
於
て
重
要
な
h
や
は
、
銑
に
、
経

臨
刑
法
な
る
論
議
を
生
住
し
め
た
る
事
情
山
中
に
、
凡
そ
之
を
理
曾
L
得
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
、
之
を
劃
象
ピ
す

る
絞
憐
法
亭
な
る
も

ω
の
事
問
的
意
義
に
つ
い
て
み
る
に
、
先
づ
、
法
同
学

ω方
面
に
於
て
、
法
典
に
印
す
る
制
定

法
的
、
問
中
り
樹
品
部
た
る
越
格
を
蝕
〈
一
』
正
に
よ

h
、
そ
の
附
間
他
を
同
棋
は
れ
た
る
従
来

ω法
律
事
じ
謝
L
t
、
耐
蝕
拙
明

治
月
十
は
、
叫
山
間
帯
的
研
究
に
新
見
地
を
供
す
べ
〈
、
真
仁
、
経
済
皐
の
方
面
に
於
て
、
従
来
阪
仁
、
刷
曾
、
郡
勝
政

策
地
て
及
び
、
財
政
凪
干
の
領
域
に
於

τ断
片
的
に
試
み
ら
れ
し
純
・
秘
法
規

ω研
究
に
、
統
一
的
閥
系
を
附
拠
[
得

ぺ
き
で
あ
る
。

而
し
て
、
経
済
法
が
、

の
研
究
方
法
仁
掛

Lτ
、

る
JE
こ
ん
で
あ
る
。

設

苑

部
隣
訟
の
概
念 そ

の
特
殊
な
る
樹
象
的
性
質
に
依
っ
て
、

如
何
に
特
色
づ
り
る
か
は
、
す
す
ん
で
、

経
済
法
事
の
研
究
方
法
会
、
従
来
の
法
律
率

経
済
法
的
研
究
方
法
ど
し
て
考
察
せ
ん
Z
す

第
二
十
七
巻
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